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税・産業・雇用

種
別
割
の
軽
自
動
車
税
と

自
動
車
税
の
納
税
通
知
書
を

５
月
１
日
に
発
送
し
ま
し
た

　

軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）・
自
動
車

税
（
種
別
割
）
は
、
金
融
機
関
や
コ
ン

ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
納
付
で
き
る

他
、
銀
行
Ａ
Ｔ
Ｍ
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

バ
ン
キ
ン
グ
を
利
用
し
た
ペ
イ
ジ
ー
に

よ
る
納
付
も
で
き
ま
す
。

▼
納
期
限　

6

月
1

日
（
月
）。

問
軽
自
動
車
税
＝ 

納
税
課
☎
（
632

）
２ 

２
２
６
、
自
動
車
税
＝
宇
都
宮
県
税
事

務
所
☎
（
626
）
３
０
２
９

軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
の

減
免
の
制
度
が
あ
り
ま
す

ID

　

身
体
障
が
い
者
手
帳
、
療
育
手
帳
、

精
神
障
が
い
者
保
健
福
祉
手
帳
な
ど
を

お
持
ち
の
人
で
、
一
定
の
条
件
に
当
て

は
ま
る
場
合
に
は
、
申
請
に
よ
り
軽
自

動
車
税（
種
別
割
）が
減
免
と
な
り
ま
す
。

▼
減
免
申
請
期
限　

５
月
25

日
（
月
）。

問
税
制
課
☎
（
632
）
２
２
０
５

納
税
相
談
窓
口
を

土
曜
日
に
開
設
し
ま
す

ID 1003610▼
日
時　

５
月
16

日
（
土
）
午
前
９
時

～
午
後
４
時
。

▼
会
場　

納
税
課
（
市
役
所
２
階
Ｃ
10

窓
口
）、
保
険
年
金
課
（
市
役
所
１
階

Ａ
15

窓
口
）。

▼
持
ち
物　

家
庭
の
経
済
状
況
や
収
支

関
係
の
分
か
る
書
類
な
ど
。

問
納
税
課
☎
（
632

）
２
２
２
６
、
保
険

年
金
課
☎
（
632
）
２
３
２
４

建
物
の
現
況
調
査
に

ご
協
力
を

ID

　

固
定
資
産
税
を
正
し
く
課
税
す
る
た

め
に
、
市
職
員
が
建
物
の
調
査
に
伺
う

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
調
査
員
に
不
審
な
点
が
あ
る

場
合
に
は
、
身
分
証
明
書
の
提
示
を
求

め
る
か
、
資
産
税
課
☎
（
632
）
２
２
５
０

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

産
　
業

ふ
れ
あ
い
の
あ
る
家
庭
づ
く
り

作
品
コ
ン
ク
ー
ル
特
別
賞
の

協
賛
企
業
・
団
体
を
募
集

ID 1004163▼
対
象　

市
内
に
事
業
所
ま
た
は
事
務

所
を
有
す
る
企
業
・
団
体
。

▼
協
賛
内
容　

作
品
コ
ン
ク
ー
ル
で
募

集
す
る
絵
画
・
作
文
・
家
族
川
柳
・
メ
ッ

セ
ー
ジ
付
き
写
真
な
ど
４
部
門
の
い
ず

れ
か
に
お
い
て
、
企
業
・
団
体
名
の
付

い
た
特
別
賞
（
１
人
分
）
を
提
供
。

▼
協
賛
物
品　

副
賞
の
記
念
品
（
企
業

関
連
物
品
）。

▼
申
込
期
限　

５
月
29

日
。

▼
申
込
方
法　

電
話
で
、
子
ど
も
未
来

課
☎
（
632
）
２
９
４
４
へ
。

▼
そ
の
他　

協
賛
企
業
は
、
イ
ベ
ン
ト

時
に
配
布
す
る
作
品
集
や
市

で
紹
介

し
ま
す
。

ご
活
用
く
だ
さ
い

中
小
企
業
高
度
化

設
備
設
置
補
助
金

ID 1006825

　

中
小
企
業
が
技
術
の
高
度
化
・
合
理

化
を
促
進
す
る
目
的
で
設
置
し
た
機
械

設
備
の
取
得
額
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

▼
限
度
額　

１
０
０
０
万
円
。

▼
対
象　

市
内
で
事
業
を
営
む
製
造
業
・ 

特
定
サ
ー
ビ
ス
業
者
で
、
市
税
を
滞
納

し
て
い
な
い
中
小
企
業
者
。

▼
助
成
条
件　

平
成
31

年
１
月
２
日
～

令
和
２
年
１
月
１
日
の
間
に
新
設
・
増

設
し
た
、
１
台
（
基
）
当
た
り
の
取
得

価
格
が
300

万
円
以
上
の
設
備
。
た
だ
し
、

企
業
の
規
模
に
よ
り
交
付
条
件
が
異
な

り
ま
す
。

▼
申
請
期
間　

５
月
１
日
～
６
月
30

日

（
消
印
有
効
）。

▼
申
請
方
法　

商
工
振
興
課
（
市
役
所

７
階
）
に
置
い
て
あ
る
申
請
書
（
市

か
ら
も
取
り
出
し
可
）
に
必
要
事
項
を

書
き
、
関
係
書
類
を
添
え
て
、
直
接
ま

た
は
郵
送
で
、
〒
320

－

8540

市
役
所
商
工
URL1　https://www.nta.go.jp/

税

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う
市税の猶予制度・申告期限などの個別延長
1市税の猶予制度

　新型コロナウイルス感染症の影響により、市税

を納付することができないときは、申請により、

納税や滞納処分による財産の換価が猶予される場

合があります。

▼会場　納税課、保険年金課。

▼持ち物　収支関係の分かる書類・印鑑・身分証明書。

問納税課☎（632）2226、保険年金課☎（632）2330

2申告期限などの個別延長

　宇都宮税務署では、新型コロナウイルス感染症

の影響により、申告期限内に申告・納付すること

が困難な人について、期限を区切らずに確定申告

書を受け付けます。詳しくは、国税庁 URL1をご覧
ください。

　また、市民税・県民税の申告も、引

き続き、市民税課（市役所２階C5窓口）

で受け付けます。

問所得税の確定申告＝宇都宮税務署☎

（621）2151、市民税・県民税の申告＝市民税課☎

（632）2217

ID 1023257

▲国税庁
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税
・
産
業
・
雇
用

本文中に記載がないものは、原則として、対象＝どなたでも、費用＝無料、申込＝不要。 ＝ホームページ、 ＝Ｅメールアドレス、 ＝地区市
民センター、 ＝出張所、 ＝生涯学習センター、 ＝申込時に記載する基本項目は、催し名・郵便番号・住所・氏名・ふりがな・電話番号・人数。

各番号を市 のトップページで入力すると関連ページが見られますID 1000000

振
興
課
☎
（
632
）
２
４
３
４
へ
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

企
業
等
一
括
申
請
を
実
施
中

ID 1016415

　

本
市
で
は
、
企
業
に
勤
め
る
人
な
ど

が
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
取
得
し
や

す
い
よ
う
、
市
職
員
が
市
内
の
企
業
な

ど
を
訪
問
し
、
一
括
し
て
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
を
受
け
付
け
る

「
企
業
等
一
括
申
請
」
を
実
施
し
て
い

ま
す
。
受
け
付
け
後
、
自
宅
に
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
郵
送
す
る
た
め
、
申

請
か
ら
受
け
取
り
ま
で
来
庁
す
る
手
間

が
な
く
便
利
で
す
。
本
年
度
の
申
し
込

み
を
随
時
募
集
し
て
い
ま
す
。

問
市
民
課
☎
（
632
）
５
２
６
６

Ｉ
Ｃ
Ｔ
関
連
企
業
の

オ
フ
ィ
ス
の
新
設
・
増
設
を

応
援
し
ま
す

ID 1015889

　

Ｉ
Ｃ
Ｔ
関
連
企
業
が
市
内
中
心
部
に

オ
フ
ィ
ス
を
新
設
・
増
設
す
る
場
合
、

従
来
の
賃
借
料
や
改
修
費
、
新
規
雇
用

な
ど
の
補
助
に
加
え
、
賃
借
料
補
助
の

拡
充
や
通
信
回
線
使
用
料
へ
の
補
助
を

新
設
し
ま
し
た
。

▼
賃
借
料
補
助　

３
年
間
で
最
大
600

万

円
（
補
助
率
2

分
の
1

）。 

▼
通
信
回
線
使
用
料　

３
年
間
で
最
大

250

万
円
（
補
助
率
2

分
の
1

）。

▼
そ
の
他　

申
込
方
法
な
ど
、
詳
し
く

は
、
市

を
ご
覧
に
な
る
か
、
産
業
政

策
課
☎
（
632
）
２
４
３
９
へ
。

中
小
企
業
者
向
け

Ｉ
Ｃ
Ｔ
利
活
用
促
進
セ
ミ
ナ
ー

ID 1015770▼
日
時　

５
月
16

日
（
土
）
午
前
10

時

30

分
～
正
午
。

▼
会
場　

視
聴
覚
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
（
中

今
泉
3

丁
目
）。

▼
内
容　

国
や
市
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
関
連
補
助

金
の
活
用
ポ
イ
ン
ト
や
業
務
効
率
化
・

販
路
拡
大
な
ど
の
事
例
紹
介
。

▼
対
象　

市
内
中
小
企
業
の
経
営
者
・

従
業
員
な
ど
。 

▼
定
員　

先
着
10

人
程
度
。

▼
申
込
期
限　

５
月
15

日
。

▼
申
込
方
法　

電
話
ま
た
は
フ
ァ
ク
ス 

（

・
会
社
名
・
職
名
を
明
記
）
で
、 

県
よ
ろ
ず
支
援
拠
点
☎
（
670

）
２
６
１ 

８
、

（
670
）
２
６
１
１
へ
。

問
商
工
振
興
課
☎
（
632
）
２
４
３
３

ご利用ください
市の中小企業者向け融資制度「夏季資金」

▼申込期間　5月１日～ 7月31日。
▼ 申込方法　1市内の足利銀行、栃木銀行、みずほ銀行、

群馬銀行、烏山信用金庫、鹿沼相互信用金庫、栃木信用
金庫へ。23市内の全ての銀行、信用金庫、商工中金へ。
信用保証料率は、県信用保証協会の審査により決定され
ます。

問 商工振興課☎（632）2434、中小企業融資振興会☎（632）
2438

資金の種類・
融資限度額 内容 融資期間 融資利率・

信用保証料率

1季節経営安定資
金
１企業1,000万円

ID 1006836

夏季の商
品仕入れ
などの 資
金需要対
応

6月1日～
10月30日
月賦または期
日一括返済

保証付き1.3％、
保証付きなし1.7 
％
保証料率必要に
応じて1.9％以内

2中小企業設備資
金
１ 企 業 ＝3,000万
円
１団体＝1億円

（いずれも年度内）
ID 1006834

機 械・ 設
備の設置、
店舗の新
増改築な
どの 資 金
対応

5年以内 年利1.8%

10年以内 年利2.0％

15年以内 年利2.3％

いずれも１年
以内据え置き

保証料率
1.71％以内

3中小企業運転資
金
１回＝1,000万円

ID 1006835

運転資金
対応

5年以内。１年
以内据え置き

年利1.8％
保証料率
1.71％以内

／中小企業事業主の皆さんへ／

雇用に関する助成制度をご利用ください
ID 1006824

条　件 対　象 助成額

就
職
困
難
者
雇
用
奨
励
金

新たに失業
者などを雇
い入れた

既卒３年以内または、雇用
時に満40歳以上で、事業
主の都合により離職した人
または、過去１年以上就労
していなかった人を正規雇
用して、６カ月以上雇用が
継続している

雇用した労働者１
人当たり15万円。
なお、「既卒３年以
内の人」を１年間
継続雇用した場合
10万円を追加交付

若年者や中
高年者など
を試行雇用
の後に雇い
入れた

国の「トライアル雇用助成
金」の支給決定を受け、試
行雇用後に正規雇用に移行
し、６カ月以上雇用が継続
している

国の助成金の２分
の１の額

高齢者や障
がい者、ひ
とり親など
就職が困難
な人を雇い
入れた

国の「特定求職者雇用開発
助成金（特定就職困難者
コースまたは生涯現役コー
ス）」の支給決定を受け、
正規雇用した労働者の雇用
が６カ月以上継続している

雇用した労働者が
重度障がい者など
に該当する場合は
20万円、それ以外
は15万円

▼ その他　上の表以外の条件や、奨励金・補助金など、詳し
くは、市 をご覧になるか、商工振興課☎（632）2446へ。
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税・産業・雇用

雇
　
用

求
職
者
向
け

就
職
支
援
セ
ミ
ナ
ー

ID 1006857▼
日
時
・
内
容　

５
月
19

日
（
火
）
午

前
10

時
～
正
午
＝
マ
イ
Ｊジ

ョ

ブ

Ｏ
Ｂ
チ
ョ
イ

ス
、
午
後
１
時
～
3

時
＝
キ
ャ
リ
ア
プ

ラ
ン
。
５
月
27

日
（
水
）
午
前
10

時
～

正
午
＝
書
類
作
成
・
面
接
実
践
、
午
後

１
時
～
3

時
＝
仕
事
探
し
マ
ス
タ
ー
。

▼
会
場　

中
央

（
中
央
1

丁
目
）。

▼
対
象　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

人
。
①
市
内
在
住
か
通
勤
者
②
市
内
へ

の
就
職
希
望
者
。

▼
定
員　

各
先
着
12

人
。

▼
申
込
方
法　

電
話
ま
た
は
送
付
・
フ
ァ 

ク
ス
（

・
希
望
日
時
を
明
記
）
で
、

〒
320

－

8540

市
役
所
商
工
振
興
課
☎
（
632

）

２
４
４
６
、

（
632
）
５
４
２
０
へ
。

▼
そ
の
他　

詳
し
く
は
、
市

を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

国
勢
調
査
員
を

募
集
し
ま
す

ID 1023070

　

10

月
１
日
に
、
日
本
に
住
む
全
て
の

人
と
世
帯
を
対
象
と
す
る
国
勢
調
査
を

実
施
し
ま
す
。
国
勢
調
査
は
、
国
内
の

人
口
や
世
帯
の
実
態
を
把
握
す
る
た
め
、 

５
年
に
１
度
実
施
す
る
国
の
最
も
重
要

な
統
計
調
査
で
す
。

▼
日
程　

調
査
員
事
務
説
明
会
＝
８
月

中
旬
～
９
月
上
旬
。
調
査
票
な
ど
の
配

布
・
回
収
＝
９
月
中
旬
～
10

月
中
旬
。

調
査
票
な
ど
の
提
出
＝
10

月
下
旬
。

▼
主
な
職
務
内
容　

担
当
調
査
区
内
の

各
世
帯
を
訪
問
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

回
答
の
案
内
と
調
査
票
を
配
布
し
て
回

答
を
依
頼
。
記
入
済
み
の
調
査
票
を
回

収
し
、
市
に
提
出
。

▼
応
募
資
格　

業
務
に
対
す
る
理
解
と

熱
意
を
持
っ
て
取
り
組
む
こ
と
が
で
き

る
、
警
察
や
選
挙
に
直
接
関
係
の
な
い
、

原
則
20

歳
以
上
の
人
。

▼
申
込
期
限　

５
月
29

日
。

▼
そ
の
他　

申
込
方
法
な
ど
、
詳
し
く

は
、
政
策
審
議
室
☎
（
632

）
２
１
２
４

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

宇
都
宮
市
役
所
で

働
き
ま
せ
ん
か

市
職
員
採
用
試
験

ID 10226851
ａエ

イ

ジ

ｇ
ｅ
30

－

40
Ⅰ
類
（
Ｂ
）

▼
対
象　

令
和
３
年
４
月
１
日
現
在
、

30

～
40

歳
の
人
。

2
任
期
付
職
員

▼
対
象　

職
種
な
ど
、
詳
し
く
は
、
市

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
日
程　

1 
2
１
次
試
験
（
教
養
試
験 

・
集
団
面
接
試
験
、
技
術
職
は
専
門
試

験
が
追
加
）
＝
６
月
21

日（
日
）。
２
次

試
験
（
個
人
面
接
な
ど
）
＝
８
月
中
旬 

1
３
次
試
験
（
個
人
面
接
な
ど
）
＝
10
月 

下
旬
。

■
申
込
期
間　

５
月
8

～
29

日
。

■
申
込
方
法　

今
年
度
か
ら
、
イ
ン
タ
ー 

ネ
ッ
ト
で
採
用
試
験
受
験
申
し
込
み
の

受
け
付
け
を
行
い
ま
す
。
詳
し
く
は
、

市

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
人
事
課
☎（
632

）２
０
７
３

URL1　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

女性活躍推進法に基づく　　 ID 1021673

「一般事業主行動計画（行動計画）」を策定しましょう

問男女共同参画課☎（632）2346

　働く場面で女性が活躍できる社会を実現するため、常時

雇用する労働者301人以上の事業主には、行動計画の策定

が義務付けられています。今後、義務付け対象が拡大され

る予定です。この機会に行動計画を策定しましょう。

▼行動計画策定の義務付け対象が拡大されます

　令和４年４月１日より、行動計画策定の義務

付け対象が常時雇用する労働者101人以上の事

業主に拡大されます。

　詳しくは、厚生労働省 URL1をご覧ください。
▼ 行動計画策定促進リーフレット「みんなが働きやすい会

社に」を配布しています

　行動計画の策定によるメリットや手続き

を分かりやすく説明したリーフレットで

す。詳しくは、市 をご覧になるか、男女
共同参画課へお問い合わせください。

▼策定した行動計画は労働局へ

　行動計画を策定したら、栃木労働局（明保

野町）へ届け出してください。詳しくは、栃木労働局雇用環境・

均等室☎（633）2795へ。

■社会保険労務士出前相談

　社会保険労務士が伺い、行動計画策定について、アドバ
イスします。
▼対象　常時雇用する従業員300人以下の市内企業。
▼派遣場所　市内の事業所。
▼ 派遣回数　１社につき年度内３回まで（１回あたり２

時間）。
▼ 申込方法　男女共同参画課（市役所2階）に置いてあ

る申込書（市 からも取り出し可）に必要事項を書き、
送付またはファクス・Eメールで、〒320-8540市役
所男女共同参画課、 （632）2347、 u1810@city.
utsunomiya.tochigi.jpへ。

ID 1022125

ID 1022466

／中小企業の皆さん／

▲厚生労働省


